
総務文教常任委員会審査　否決
下水辺樗なの徴収溺れに対する|涯長の監督責任として､ 給料 月甑8340 叩 円のl叫に:あたる

S34剛 りを4㈲・ら醐 までの3ヶ月昿 介祀2502001r]カットするもの．

峨 溝淵削9 件､合計金額602万円.そのうち時効による請求小能額・ｎ万JI]) 賛 成 少数 で 否 決

r‾ｉ 香蕭 ‾1

・町長だけの監督責任でよしとするのではなく．今後.の対応や仕紅みづくりがい恥

・条例改正だけを提案するのではなく、不祥事が 今後起きないようどう対処するかを示すべき．

一料金吸収ができるかどうかわから心い状況の･ilで早急に決めるのではなく．鞭続 審査とし修正などの

攬討をすべき．

・給料月額1･OSヵ･ｙ卜と3ヶ月間の根拠が他巾順]村の油桝に倣りてということだが町独白に考えるべき

町長の給料減額に関する条例
本会議採決　可決

賛成 川崎・大熊・助村・丸山・池逼･ 牛房・大西・古庄・末藤

反対 吉田・堤・二宮　　 欠席 安河内
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